
 

２０２４年ジュニアカート選手権統一規則 

                                                                                                          ※下線部分：改正箇所 

２０２４年規則 現行規則 

２０２４年ジュニアカート選手権統一規則 

ジュニア、ジュニアカデット部門 

 

本選手権競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」と

いう）の公認のもとにＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則／国際カー

ト規則およびその付則に準拠したＪＡＦ国内競技規則／ＪＡＦ国内カー

ト競技規則およびその細則、２０２４年（以下「当該年」という。）日

本カート選手権規定、本統一規則、および競技会特別規則に従って開催

される。 

 

 

第１章 競技会開催に関する事項 

 

第１条 開催日程、場所およびオーガナイザー 

１．（略） 

２．レースディレクター１名をＪＡＦより派遣、またはオーガナイザー

からの申請に基づき認定する場合がある。 

レースディレクターは常時競技長と協議しながら役務を遂行する。 

レースディレクターの義務（役務）は、大会期間中のレース運営や

判定に関する項目について、シリーズを通した独自の判断に基づく提

言を競技長に行い、大会における競技運営および判定基準の平準化を

図るものとする。ただし、レースディレクターは競技長が有するレー

ス運営や判定に関わる最終的な判断を下す権限を有さない。 

 １）～３）（略） 

３．テクニカルディレクター１名をＪＡＦより派遣、またはオーガ

ナイザーからの申請に基づき認定する場合がある。 

テクニカルディレクターは常時競技長、レースディレクターおよび

技術委員長と協議しながら役務を遂行する。 

テクニカルディレクターの義務（役務）は、適用車両規則や車両検

査に関する項目について、シリーズを通した独自の判断に基づく提言

２０２３年ジュニアカート選手権統一規則 

ジュニア、ジュニアカデット部門 

 

本選手権競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」と

いう）の公認のもとにＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則／国際カー

ト規則およびその付則に準拠したＪＡＦ国内競技規則／ＪＡＦ国内カー

ト競技規則およびその細則、２０２３年（以下「当該年」という。）日

本カート選手権規定、本統一規則、および競技会特別規則に従って開催

される。 

 

 

第１章 競技会開催に関する事項 

 

第１条 開催日程、場所およびオーガナイザー 

１．（略） 

２．レースディレクター１名をＪＡＦより派遣する場合がある。 

 

  レースディレクターは常時競技長と協議しながら役務を遂行する。 

  レースディレクターの義務（役務）は、大会期間中のレース運営や

判定に関する項目について、シリーズを通した独自の判断に基づく提

言を競技長に行い、大会における競技運営および判定基準の平準化を

図るものとする。ただし、レースディレクターは競技長が有するレー

ス運営や判定に関わる最終的な判断を下す権限を有さない。 

１）～３）（略） 
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を競技長、レースディレクターおよび技術委員長に行ない、大会にお

ける適用車両規則や車両検査基準の平準化を図るものとする。ただし、

テクニカルディレクターは、競技長が有するレース運営や判定に関わ

る最終的な判断を下す権限を有さない。 

 

第２条～第４条（略） 

 

第５条 競技の種別、区分と格式 

１．スプリントレース 

２．ジュニア部門 

ジュニアカデット部門 

３．格式：準国内格式 

 

※ジュニア部門／ジュニアカデット部門は、次の２つから構成される。 

１）コースシリーズ： 

（１）～（３）（略） 

２）ラウンドシリーズ 

（１）全日本カート選手権ＯＫ部門、ＦＳ－１２５／ＦＰ－３併催と

する。  

（２）競技の構成は、オーガナイザーが特別規則書に定める。 

 
第６条～第８条（略） 

 

第２章 競技会参加に関する事項 

 

第９条 エントリーの受付 

１．エントリーの受付期間 

１）エントリーの受付期間 

競技会開催日２ヶ月前より３週間前まで。 

但し、オーガナイザー間の合意を条件に、ＪＡＦの承認のうえ、

年間エントリーも可能とする。 

なお、年間エントリーの場合は、当該シリーズ第１戦開催前に係

る手続きを完了すること。 

コースシリーズについては特別規則書にて示す。 

 

 

 

 

 

第２条～第４条（略） 

 

第５条 競技の種別、区分と格式 

１．種目：スプリントレース 

２．区分：ジュニア部門 

ジュニアカデット部門 

３．格式：準国内格式 

 

※ジュニア部門／ジュニアカデット部門は、次の２つから構成される。 

１）コースシリーズ： 

（１）～（３）（略） 

２）全日本選手権ＦＳ－１２５ＪＡＦ／ＦＰ－３併催  

 

 

（１）競技の構成：オーガナイザーが特別規則に定める。 

 

第６条～第８条（略） 

 

第２章 競技会参加に関する事項 

 

第９条 エントリーの受付 

１．エントリーの受付期間 

１）エントリーの受付期間 

競技会開催日２ヶ月前より３週間前まで。 

但しコースシリーズは特別規則書にて示す。 
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 ２）～３）（略） 

２．～４．（略） 

 

第１０条～第１４条（略） 

 

第１５条 シャシー、エンジンおよびタイヤの登録 

競技に使用するシャシー、エンジンおよびタイヤは、車両申告書に登

録済みのもののみとする。公式練習は登録したタイヤを使用すること。

登録できる個数はオーガナイザーがＪＡＦに申請し、ＪＡＦの承認を以

て決定し、特別規則に示す。 
 ジュニア ジュニアカデット 

シャシー オーガナイザーからの申請による オーガナイザーからの申請による 

エンジン 〃 〃 

タイヤ 〃 〃 

 
 

第３章 エンジンおよびカートに関する事項 

 

第１６条 エンジン 

１．～２．（略） 

３．封印 

１）～３）（略） 

４）最初に行われる公式練習開始前までは、技術委員長の承認のもと

にエンジンおよびマフラーの封印の解除、および再登録または再封

印が認められる。 

 

 

４．～５．（略） 

 

第１７条 カート 

前条で規定する当該エンジンを搭載し、「ＪＡＦ国内カート競技車両

規則」に合致する第１種競技車両で、かつ次の条件を満たさなければな

らない。 

 

 ２）～３）（略） 

２．～４．（略） 

 

第１０条～第１４条（略） 

 

第１５条 シャシー、エンジンおよびタイヤの登録 

競技に使用するシャシー、エンジンおよびタイヤは、車両申告書に登

録済みのもののみとする。公式練習は登録したタイヤを使用すること。

登録できる個数は下記の通りとする。 

 
 ジュニア ジュニアカデット 

シャシー １台 １台 

エンジン １基 １基 

タイヤ １セット（ドライ・ウエット） １セット（ドライ・ウエット） 

 

 

第３章 エンジンおよびカートに関する事項 

 

第１６条 エンジン 

１．～２．（略） 

３．封印 

１）～３）（略） 

４）最初に行われる公式練習開始前までは、技術委員長の承認のもと

にエンジンおよびマフラーの封印の解除、および再登録または再封

印が認められる。 

尚、エンジンについては、公式練習開始後から決勝終了までの間、

技術委員長の承認のもとに封印の解除および再封印が認められる。 

４．～５．（略） 

 

第１７条 カート 

前条で規定する当該エンジンを搭載し、「ＪＡＦ国内カート競技車両

規則」に合致する第１種競技車両で、かつ次の条件を満たさなければな

らない。 
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１．～９．（略） 

１０．競技に使用するタイヤは次の条件に合致したものとする。全部門

で使用するタイヤは、下記５）に定めるディストリビューション制

とする。但し、コースシリーズには適用されない。 

１）各部門に使用できるタイヤは、ＪＡＦによって指定された単一製

造者のＪＡＦ指定タイヤとし、次の通りとする。 

（１）銘柄、サイズ、コンパウンド 

●ジュニア部門： 

・住友ゴム工業株式式会 

＜ドライ用＞ ＳＬ２２またはＳＬ６ 

シリーズのオーガナイザーで選択し、特別規則書にて示す。 

＜ウエット用＞ＳＬＷ２ 

●ジュニアカデット部門： 

・住友ゴム工業株式会社 

＜ドライ用＞ ＳＬＪ 

＜ウエット用＞ＳＬＷ２ 

コースシリーズについては、ＣＩＫ公認タイヤまたはＪＡＦ指定タ

イヤからオーガナイザーが選定し、特別規則書にて示す。 

 
 

 

（２）タイヤセット数 

１）技術委員長の承認のもとに、各１本のみの交換が認められる。 

 

 

 ２）～５）（略） 

 
１１．～１２．（略） 

 

第１８条～第２１条（略） 

 

 

 

 

１．～９．（略） 

１０．競技に使用するタイヤは次の条件に合致したものとする。全部門

で使用するタイヤは、下記５）に定めるディストリビューション制

とする。但し、コースシリーズには適用されない。 

１）各部門に使用できるタイヤは、ＪＡＦによって指定された単一製

造者のＪＡＦ指定タイヤとし、次の通りとする。 

 

●ジュニア部門： 

・住友ゴム工業株式式会 

＜ドライ用＞ ＳＬ２２またはＳＬ６ 

シリーズのオーガナイザーで選択し、特別規則書にて示す。 

＜ウエット用＞ＳＬＷ２ 

●ジュニアカデット部門： 

・住友ゴム工業株式会社 

＜ドライ用＞ ＳＬＪ 

＜ウエット用＞ＳＬＷ２ 

コースシリーズについては、ＣＩＫ公認タイヤまたはＪＡＦ指定タ

イヤからオーガナイザーが選定し、特別規則書にて示す。 

なお、２０２３年に限り、オーガナイザーの申請に基づきＪＡＦ

が承認した場合、ＣＩＫ公認タイヤまたはＪＡＦ指定タイヤ以外の

ワンメイクタイヤを使用することができる。 

●セット数 

１）全部門、全シリーズとも、ドライ、ウエット各１セットのみとす

る。但し、技術委員長の承認のもとに、１本のみの交換が認められ

る。 

２）～５）（略） 

 

１１．～１２．（略） 

 

第１８条～第２１条（略） 
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第４章 競技に関する事項 

 

第２２条 選手権競技の構成と方式 

両部門とも競技のレース数は、オーガナイザーが決定する。但し、各

シリーズで認定されたオーガナイザー間で合意の上、レース数は各部門

で統一されること。決定したレース数は、シリーズ毎に特別規則書にて

示す。 

競技の方式は、オーガナイザーが決定する。各シリーズで認定された

オーガナイザー間で合意のうえ、各部門で統一され、ＪＡＦの承認の後、

シリーズ毎に特別規則書にて示す。 

 
 

 

 

 

第２３条～第２５条（略） 

 

第２６条 予選ヒート 

１．予選ヒートのグリッドポジション 

予選ヒートのグリッドポジションは、オーガナイザーが決定する。各

シリーズで認定されたオーガナイザー間で合意のうえ、各部門で統一さ

れ、ＪＡＦの承認の後、シリーズ毎に特別規則書にて示す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 競技に関する事項 

 

第２２条 選手権競技の構成と方式 

両部門とも競技のレース数は、オーガナイザーが決定する。但し、各

シリーズで認定されたオーガナイザー間で合意の上、レース数は各部門

で統一されること。決定したレース数は、シリーズ毎に特別規則書にて

示す。 

競技の方式は、公式練習・タイムトライアル・予選１ヒート、決勝１

ヒートとし、決勝ヒートの結果により最終順位を決定する。出場台数に

よっては、予選ヒート終了後セカンドチャンスヒートを実施する。 

２レース制を採用する場合、第２レースの方式は、オーガナイザーが

決定する。但し、各シリーズで認定されたオーガナイザー間で合意の上、

第２レース方式は各部門で統一されること。決定した第２レース方式は、

シリーズ毎に特別規則書にて示す。 

 

第２３条～第２５条（略） 

 

第２６条 予選ヒート 

１．予選ヒートのグリッドポジション 

１）ケースＡ： 

タイムトライアルでグループ分けが無かった場合、各ドライバー

が記録した最速タイムの順番による。 

２）ケースＢ： 

タイムトライアルでグループ分け（２組）があり、一方の組の最

速タイムと別の組の最速タイムの差が１０１％を超えない場合、出

走したグループに関わらず、各ドライバーが記録した最速タイムの

順番による。 

３）ケースＣ： 

タイムトライアルでグループ分け（２組）があり、一方の組の最

速タイムと別の組の最速タイムの差が１０１％を超える場合、１位

は第１組の最速タイム（総合最速タイム）とし、２位は第２組の最

速タイム、３位は第１組で２番目に速いタイム、４位は第２組で２

番目に速いタイム、５位は第１組で３番目に速いタイム、以下同様

に決定する。 
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２．予選のグループ分けと決勝出場者の決定 

予選ヒートのグループ分けと決勝出場者の決定の方式は、オーガナイ

ザーが決定する。各シリーズで認定されたオーガナイザー間で合意のう

え、各部門で統一され、ＪＡＦの承認の後、シリーズ毎に特別規則書に

て示す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．予選ヒートポイント 

予選ヒートポイントを設定する場合は、オーガナイザーが決定する。

各シリーズで認定されたオーガナイザー間で合意のうえ、各部門で統一

され、ＪＡＦの承認の後、シリーズ毎に特別規則書にて示す。 

 
 

 

 

 

４）ケースＤ： 

更にタイムトライアルでのグループ分け（３組以上）があった場

合、上記２）および３）の原則に従い、決定する。 

５）１競技２レース開催の場合は各々の予選ヒートに上記が適用され

る。 

２．予選のグループ分けと決勝出場者の決定 

１）ケースＡ： 

出場台数が当該競技開催コースの最大出走台数以内の場合、グル

ープ分けは行わず、各ドライバーが達成した予選結果に基づき決勝

出場者を決定する。 

２）ケースＢ： 

当該競技開催コースの最大出走台数を超える出場台数があった場

合は、予選を２グループ以上に分けて予選ヒートを行う。２グルー

プに分ける場合は、Ａグループをタイムトライアル奇数順位、Ｂグ

ループを偶数順位とし、Ａグループ予選の結果、両グループのポイ

ントの少ない順に下表の通り決勝出場者を決定し、これ以下の者は

予選落ちとなる。 

当該競技開催コースの最大出走台数 
最大出走台数を超える出場台数が 

あった場合の決勝出場台数 

３４台 ２８台 

３２台 ２６台 

３０台 ２５台 

２８台 ２３台 

２６台 ２１台 

２４台 ２０台 

 

３．ヒートポイント 

予選ヒートでは、以下の通りポイントが付与される。 

１）１位は０点、２位は２点、３位は３点、以後同様に１順位増加に

応じて１点増加。 

２）不出走者 

不出走者は最下位の順位となる。ポイントも最下位のポイント（何

名いても）となる（Ａグループのグリッド数に準ずる）。 

３）予選ヒート失格者 

予選ヒート失格者は最下位より１位下の順位となる。ポイントも
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４．予選ヒートの走行距離 

予選ヒートの走行距離は、シリーズ毎にオーガナイザー間で合意のう

え設定距離（時間）を統一し、ＪＡＦの承認の後、特別規則書に記載す

る。 

 
５．～６．（略） 

 

第２７条 セカンドチャンスヒート 

セカンドチャンスヒートを実施する場合、走行距離、周回数、グリッ

ドポジションはオーガナイザーが決定する。各シリーズで認定されたオ

ーガナイザー間で合意のうえ、各部門で統一され、ＪＡＦの承認の後、

シリーズ毎に特別規則書にて示す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８条 決勝ヒート 

１．決勝ヒートの出場資格とグリッドポジション 

決勝ヒートの出場資格とグリッドポジションは、オーガナイザーが決

定する。各シリーズで認定されたオーガナイザー間で合意のうえ、各部

門で統一され、ＪＡＦの承認の後、シリーズ毎に特別規則書にて示す。 

 

最下位より１つ下のポイント（何名いても）となる（Ａグループの

グリッド数に準ずる）。 

４．予選ヒートの走行距離は次の通りとし、周回数は競技会毎に示す。 

ジュニア部門： 

１５ｋｍ（または１５分）以上２５ｋｍ（２５分）以内。 

ジュニアカデット部門： 

１０ｋｍ（または１０分）以上２０ｋｍ（２０分）以内。 

５．～６．（略） 

 

第２７条 セカンドチャンスヒート 

１．セカンドチャンスヒートの出場資格 

前条２．２）の予選ヒートを通過しなかった者は、予選ヒートのポ

イントの少ない順に下表の通りセカンドチャンスヒートに出場し、当

該競技開催コースの最大出走台数に応じて決勝に出場する資格を得る

ことができる。 

当該競技開催コースの最大出走台数 
セカンドチャンスヒートの結果により 

決勝に出場できる台数 

３４台 上位６台 

３２台 上位６台 

３０台 上位５台 

２８台 上位５台 

２６台 上位５台 

２４台 上位４台 

２．セカンドチャンスヒートの走行距離は次の通りとし、周回数は競技

会毎に示す。 

約１０ｋｍ（または約１０分）。 

３．グリッドポジションは、予選でのポイントの少ない順とし、同ポイ

ントの場合はタイムトライアルの成績による。 

 

第２８条 決勝ヒート 

１．決勝の出場資格とグリッドポジション 

１）ケースＡ： 

（１）予選ヒートがケースＡで実施された場合、予選を通過した者は

全て決勝に出場できる。 

（２）グリッドポジションは、予選での成績による。 
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２．（略） 

３．決勝ヒートの走行距離は、シリーズ毎にオーガナイザー間で合意の

うえ設定距離（時間）を統一し、ＪＡＦの承認の後、特別規則書に記

載する。 

 
 

４．青・赤旗の採用（略） 

 

第２９条 スタート進行（略） 

 

第３０条 その他競技に関する一般事項 

１．～１３．（略） 

１４．パドックエリア、ウェイティンググリッドおよびオーガナイザー

が指定したエリアにおけるエンジンの始動および作動については、

カートが走行可能な装備等を具備し、リアタイヤが地面に接地した

状態（リアタイヤが地面に常に接触した状態）でのみ認められる。 

ただし、オーガナイザーが指定した始動確認エリアにおいては、

リアタイヤが地面に接地しない状態でエンジンの始動確認を行うこ

とが認められる。 

 
１５．～１７．（略） 

１８．水分補給について 

   公式練習、タイムトライアル、各ヒート後の重量計測前に、容量

６００㎖以内の飲料を摂取することを認める。但し、飲料摂取後の

再重量計測は認められない。また、飲料は体調不良予防策であるた

め、これを体にかける（浴びる）行為は禁止とする。 

   なお、ピットクルーは飲料をパルクフェルメに持ち込む際、容量

が６００㎖以内であることを車検員から確認を受けること。 

２）ケースＢ： 

（１）予選ヒートがケースＢで実施された場合、予選を通過した者と

セカンドチャンスヒートにより決勝の出場資格を得た者が決勝

に出場できる。 

（２）セカンドチャンスヒートで決勝の出場資格を得た者は、当該ヒ

ートの順位に従い、後方の位置を占める。 

２．（略） 

３．決勝ヒートの走行距離は次の通りとし、周回数は競技会毎に示す。 

ジュニア部門： 

１５ｋｍ（または１５分）以上２５ｋｍ（２５分）以内。 

ジュニアカデット部門： 

１０ｋｍ（または１０分）以上２０ｋｍ（２０分）以内。 

４．青・赤旗の採用（略） 

 

第２９条 スタート進行（略） 

 

第３０条 その他競技に関する一般事項 

１．～１３.（略）  

１４．パドックエリア、ウェイティンググリッドおよびオーガナイザー

が指定したエリアにおけるエンジンの始動および作動については、

カートが走行可能な装備等を具備し、リアタイヤが地面に接地した

状態（リアタイヤが地面に常に接触した状態）でのみ認められる。 

 

 

 

 

１５．～１７．（略） 
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第３１条 審判員（略） 

 

第５章 ピットに関する事項 

第３２条～第３７条（略） 

 

第６章 ペナルティに関する事項 

 

第３８条 ペナルティ 

１．～６．（略） 

＜ペナルティの例＞ 

  （１）～（７）（略） 

（８）エンジンが封印されているカテゴリーにおいて、第２レース

終了後に実施されるエンジン封印部分の再車検結果に基づくペ

ナルティは、第１レースにも適用され、第１レースの正式結果

は第２レースの正式結果と同時に発表される。 

  ⇒レース失格 

（９）～（２８）（略） 

 

第７章 抗議に関する事項 

第３９条～第４１条（略） 

 

第８章 成績および賞典に関する事項 

 

第４２条 成績および賞典（略） 

１．～２．（略） 

３．競技会表彰の儀典 

（１）優勝者への賞典授与は、ＪＡＦ会長あるいは大会会長（または

名誉会長）が行うものとする。いずれも参加不可能な場合は、オ

ーガナイザー代表が行うこと。 

（２）２位および３位の賞典授与は、上記（１）で授与者となってい

る場合を除きオーガナイザー代表が行うものとする。 

（３）諸事情により、上記（１）および／または（２）が不可能な場

は、組織委員長が適切な代行者を選出すること。 

 

第３１条 審判員（略） 

 

第５章 ピットに関する事項 

第３２条～第３７条（略） 

 

第６章 ペナルティに関する事項 

 

第３８条 ペナルティ 

１．～６．（略） 

＜ペナルティの例＞ 

（１）～（７）（略） 

 

 

 

 

 

（８）～（２７）（略） 

 

第７章 抗議に関する事項 

第３９条～第４１条（略）  

 

第８章 成績および賞典に関する事項 

 

第４２条 成績および賞典 

１．～２．（略） 

 ３． 
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また、上記（１）、（２）以外の章典授与がある場合も同様と

する。 

なおこの場合、競技会審査委員は除かれる。 

 ４．モータースポーツ表彰式への出席 

選手権保持者および上位６位までの入賞者は、当該年のＪＡＦモ

ータースポーツ表彰式に出席すること。 

 
 

第９章 得点 

第４３条 得点基準（略） 

 

第１０章 広告に関する事項 

第４４条 広 告（略） 

 

第１１章 その他一般事項 

第４５条～第５０条（略） 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９章 得点 

第４３条 得点基準（略） 

 

第１０章 広告に関する事項 

第４４条 広 告（略） 

 

第１１章 その他一般事項 

第４５条～第５０条（略）  

以上 

 




